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健康福祉・医療委員会

平成 29年 12月 11日

健康福祉局

第3期横浜市障害者プラン中間見直し及び

市民意見募集報告（速報版）について

11 M 概だ

( 1）実施期間

平成29年9月25日（月）から 10月25日（水）

(2）資料配付数

リーフレット 3,400部

詳細版 2,500部

(3）周知方法等

ア リーフレット及び詳細版の配布

市役所（市民情報センター）、区役所、障害者地域活動ホーム、障害者団体等

イ 市民説明会の開催 ＜延べ参加者数： 116人＞

・ 10月 12日（木） 10時 30分～12時 30分 （会場：横浜ラポール）

・ 10月 14日（土） 14時 00分～16時 00分 （会場．ウィリング横浜）

・ 10月20日（金） 10時00分～12時 00分 （会場・旭区区民文化センター）

ウ 障害関係団体への説明＜計9団体＞

－横浜市身体障害者団体連合会 ・横浜市心身障害児者を守る会連盟

・横浜市精神障害者家族連合会 ・横浜市知的障害関連施設協議会

・横浜市障害者地域作業所連絡会 ・横浜市地域活動ホーム連絡会

・横浜市グループホーム連絡会 ・横浜市精神障害者地域生活支援連合会

－横浜市自閉症児・者親の会

エ本市ウェブサイト、広報よこはま 10月号への掲載等
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2 揃結果 ｜ 
( 1）意見提出者数： 165人， 5団体

電子メール 39人

郵便 43人

FAX 2人

直接持参 0人

市民説明会 44人

内訳 その他（窓口持参、障害関係団体説明・意見交換
37人

など）

※ 意見書等提出団体

・横浜市精神障害者地域生活支援連合会・横浜

市自閉症児・者親の会・3連絡会（横浜市グルー 5団体

プホーム連絡会、横浜市障害者地域作業所連絡

会、横浜市地域活動ホーム連絡会）

(2）意見総数： 353件

ア プランに掲げる 5つのテーマ別内訳

テーマ 1 出会う・つながる・助け合う 67イ牛

テーマ2 住む、そして暮らす 102件

テーマ3 毎日を安心して健やかに過ごす 46 f牛

テーマ4 いきる力を学び・育む 76件

テーマ5 働く・活動する・余暇を楽しむ 36件

計画全体に関する御意見 17件

その他 9件

イ 提出された御意見への対応の内訳

意見の趣旨が計画に含まれるもの 53件

計画に反映するものや、今後対応していくもの 24件

計画推進の参考とさせて頂くもの 219件

その他（個別的な意見、感想など） 57件
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日程 内 容

1月 －第4回横浜市障害者施策検討部会

「第3期横浜市障害者プラ －横浜市障害者自立支援協議会
2月

ン改訂版j原案報告 －第3回横浜市障害者施策推進協議会

3月 －市会常任委員会

14 引の内符と本rli（／）与え}j0州）

※ 「意見の内容」は、意見提出者の住所及び氏名などの個人情報等を除き、原則提出

された意見の原文を掲載しています。

意見の内容 本市の考え方

テーマ1 出会う・つながる・助け合う

地域のあらゆる方が、「支え手Jと「受け

それぞれの障害のある人達が、地域の中 手」に分かれるのではなく、地域、暮ら

で、実際に色んな支援を受けながら生き し、生きがいをともに創り、高め合うこ

生きと暮らしているんだよというのが、 とができる「地域共生社会」の実現に向

1 意外と知られていない。いわゆる共生し け、当事者による障害理解のための講演

ていくということを、どのように市民に 会や作品展の開催など様々な取組を展

知らせていくかそれについて改めて考え 関していますロこうした取組を障害者週

ていただけるとありがたい。 間等あらゆる機会を通して発信してい

きます。

副学籍による交流教育の推進よりも、個

別級と交流級、または個別級の中にも幅

広くいろいろなタイフ。の方がいるので、 頂いた御意見を踏まえ、引き続き、一般

その中でお互いの理解が深まる取組が 学級と個別支援学級の交流を推進する

2 必要なのではと思っておりましたが、 とともに、副学籍による特別支援学校の

「手引きがあり改訂される」との事で、 子ども達と地域の学校との交流及び共

副学籍による交流教育が行われる事か 同学習を推進します。

Jら良い影響に繋がる事もあるのかもし

れないと思いました。
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計画相談支援ですが、利用したくても事

業者から手が足りないので受けられな

い。と断られている現状があります。そ

のような現状の中、セルフプランでの申

請を H30年度末で終了するということ

は切り捨てだと感じます。

セルフプランを認めているのでいつま

でも計画相談の利用が進まない訳では

ないということをご理解していただき

たいと思います。

「｜わかりやすく漢字やカタカナには、かなIllを振っていますが…は障害
を持っている私たちには理解できない

と思います。文書が難しすぎます。頭が

痛くなりそうです。もっと簡単にわかり
～II 

5 

やすくしていただきたいと思います。そ

して何をご意見として出していいかよ

くわかりません。

災害対策において、要援護者については

自治会に入っているという方は民生委

員さんなどが把握されていると思いま

す。しかし、入っていない人たちは、ど

のようにして、把握すべき方に情報を持

っていくのでしょうか。
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計画相談支援は、国の方針で平成 27年

度から障害福祉サービス等を利用する

全ての方が対象となりましたロ現在本市

では、当事者や御家族が「サービスにつ 4

いての意向確認書」を区役所に申請し、

サービスの支給決定を行っています。乙

の取扱いについては、計画相談支援が充

足するまでの過渡期の対応であるため、

平成 30年度末までに終了し、それ以降

は、計画相談支援の利用もしくは自分自

身でサービス等利用計画を作成するセ

ルフプランへの全面的な移行を目指し

Hます。

漢字やカタカナにルビをふるだけでな

く、説明で補うなど配慮します。また、

プラン策定時に発行した「誰にでも分か

りやすい版」の改訂版も策定する予定で

す。

要援護者の把握については、自治会・町内

会や民生委員による見守りのほか、お茶

会やサロン等への参加による顔の見える

関係ヲ、くりなど、地域によって様々な取

組があります。また、お住まいの区に御相

談いただければ民生委員が訪問いたしま

す。御近所や地域の方と顔見知りになる

ことで、災害時の助け合いにつながるも

のと考えています。

日
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意見の内容 本市の考え方

ァーマ2 住む、そして暮らす

寸｜
退院からグループホームへの移行には、

国では、障害者支援施設等の入所中又は

精神科病院に入院中に、グループホーム

等の空室を活用し、体験的な宿泊支援を

7 

9 

ないのか。

施設整備について、今の施設整備手法は

設置する法人に任されています。障害の

ある人が身近な場所で生活し日中活動

を行うためには、グループホームや日中

活動先は各区に作れるよう、整備手法を

検討してください。障害福祉計画の数値

目標を各区ごとに設定してください。

行うことによって円滑な移行につなげて

いくことを想定しています。

施設が少ないと思われる地域に対して施

設新設時の補助金を増額しています。グ

ループホームが設置可能な土地や建物の

確保のしやすさが区によって異なるとい

った事情から、目標とする入居定員数全

体に影響がでる可能性があるため、各区

に均等に設置していくことは困難な状況

です。

H 本人の意向や状態像に応じた多様なニ一
入所施設の在り方について、入所施設はH

Hズをふまえた住まいのあり方の検討や地
終のすみかではなく、一定程度通過型と｜｜

｜｜域生活を支える仕組みづくりを行ってい
して、地域生活移行を進めてください。 II 

uます。

精神障害にも対応した地域包括ケアシ

ステムの構築とありますが、すでに構築

されている地域包括ケアシステムでは

精神障害に対応していないのでしょう

か。
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高齢者を中心とした地域包括ケアシステ

ムについては現在構築を進めているとこ

ろですが、本市では、これまでも精神障害

者の地域生活を支援するための精神障害

者生活支援センターを各区に設置し、身

近な地域での支援に取り組んでいます。

精神科病院に入院している患者の早期退

院を目的に、地域生活への移行・定着をさ

らに促進するため、保健、医療、福祉関係

者による協議の場を設けるなど、精神障

害者に対応した地域包括ケアシステムを

構築します。
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精神障害者が 1人暮らしをしようと賃 固により、新たな住宅セーフティネット

貸 トを探そつ す と 借
制度として、一定の基準を満たす空き家

アパー とる、り るの
が難しいとよく聞きます。市が借り上げ 等の塗録制度に加え、住宅相談や居住支

るなどして希望するところに住めるよ 援を行う法人の指定制度が創設されまし
た。本市においても制度を活用し、障害

うにしてほしいです。
者の居住確保に向けた取組を進めます。

高齢化・重度化のグループホームについ

守高齢化・重度化対応のグループホームのでは本市が独自で看護師等の人員体制を

検討を踏まえての対応が充分ではない加配し運営している事業所が3か所あり

と思います。入所施設を作らない中、グますが、今後拡大するには、運営面での財

-ii ループPホームへの厚い支援体制の充実源等を確保する必要があります。
. ', 

が不可欠です。このままだと医療ケアの現在、国では高齢化・重度化に対応したグ

必要な障害者や重度の発達障害者の住ループホームの報酬・基準等について議

まいは見つからないままです。 論が行われています。乙うした国の動向

を見据えながら検討します。

本市マは、障害のある方が安心して地域

で暮らせるよう法人型地域活動ホームや

障害のある方が、一刻も早く安心して地 精神障害者生活支援センターを整備して
きました。

域の中で生活できるようにその支援機
1,2 能を持った拠点の早急な整備をお願い 今後、これらの施設が連携して相談、緊

急時の受入れ、グループホームの空き状
したい。
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況の集約等を行うネットワーク型の「地

域生活支援拠点」の機能を 18区に構築

するなど生活支援の強化を図ります。

司
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意見の内容

ァーマ3 毎日を安心して健やかに過ごす

「｜知的障害者対応専門外来について市内3

病院で実施中ということですが、その医

療サービスを充実させることを検討して

13 11欲しい。例えば、「サービス日数の増加」

や「予防医療の観点から人間ドックなど

の受付実施」「病院の数を増加」などが挙

げられる。よろしくお願いします。

医療的ケア児・者は年々増加しています

ので、医療的ケア児・者等に対する関連

分野の支援を調整するコーディネータ

ーの速やかな配置をお願いいたします。

14 Iまた、横浜市はとても広く、訪問診療・

訪問看護・ヘルパ一等々各区で事情も異

なりますので市で 1人とは言わず将来

的には各区 1人の配置の検討をお願い

いたします。

15 11 

エスカレーターのことで困っている。今

左側に乗って右側が歩行となっている

が、手術の影響で左をつかむというのが

難しい。右をつかんで待っていて後ろか

ら肩をたたかれてトラブルになった。横

浜市として対策がお願いできないか。障

害者はエスカレーターに乗ってはいけな

いのではないかと思ってしまう。

ー7-

本市の考え方

専門外来については、平成 29年度中に

4病院目の実施を予定しています。医療

サービスの充実や日数の増加について

は、今後検討します。

平成 30年度にコーディネーターに対す

る研修等を行い、平成31年度から配置

する予定です。

今後、関係部局が連携し、計画を着実に

推進します。計画を推進するにあたり、

頂いた御意見を参考にさせて頂きます。

本市福祉のまちづくり推進指針では、エ

スカレーターでの歩行が危険であるこ

とや、片麻癖の方やケガ等で片側が不自

由な方のためにも、左右の手すりが常に

使用できる状況が望ましいとしていま

す。今後も利用マナーの向上や思いやり

の心の醸成などに取り組み、様々な立場

の方が暮らしやすいまちづくりを推進

します。



｜ぺ；tt ', ; ;' jf；十円憲民の内容 勺＼i,';:;j三一ぺγ；空重型二材＿：：・・三三i ;, 

、－
横浜市営住宅からろうあ者が 2人追い
II 
出されました。理由は家賃滞納。実際に

, : ! IIはそれだけの問題ではなく、コミュニケ

Hーションの問題など聴覚障害の問題が
1~: II 

Hあるのではないかと思います。ろうあ者

はコミュニケーションの問題から民間
di 
住宅に入れないという不安を常に持っ

ています。

テ・「マ4：いき、るカ？を学び・育む，.，・.

療育について、障害児のサービスについ

・11 Iても、他のサービスと同様に、人目だけ

でなく、人分の記載をお願いしたい。

障害を理由とした入居の拒否は障害者差

別解消法で禁止されています。障害者世

帯には市営住宅抽選時の当選倍率優遇を

行っており、家賃は申請により減免して

います。しかし、文書等による再三の催告

によっても家賃滞納が解消されない場合

は、法令に基づき住宅明け渡しを求めま

す。なお、明け渡しにより福祉的支援が必

要となる方には、区役所と連携した支援

を行っています。
じ心、；；， '':''' ••. ,' 

障害児のサービスについては、延べ人数

を「人日」で標記していますが、利用人数

についても重要な指標であることから、

今後、計画を推進するにあたり頂いた御

意見を反映させて頂きます。

児童発達支援と放課後等デイサービスが 現在も事業所への実地指導や研修等を行

目標値を上まわる量となっており、さらに
い、サービスの質の確保に向けた取り組

18 増やす計画となっています。急激に増えて
みを実施しています。今後も質の確保に

おり、質はどうなのか、ある程度の療育の質
も努め計画を推進します。

が保たれているのか、心配です。

計画相談について、特に障害児の目標は 障害児の計画相談支援（障害児相談支援）

大丈夫なのかといつも思っています。通園
の目標達成に向け、各関係法人等に、必

に通っている方以外のほとんどの方は意
要な研修受講の勧奨や、事業所関所の勧

向確認書で済ませているというのが現状
奨を行うほか、関係各所に事業概要の説

19 I ではないかと思っています。また、医療と
明や協力を依頼します。障害児相談支援

教育と福祉が連携して欲しいと感じてお
の推進により、医療、福祉、教育の連携

り、計画相談がその一助になったらいいと
がより進むよう、取組を進めます。

いうことを期待を込めて待っています。

. 8 . 
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意見の内容 本市の考え方

医療的ケアを必要とする子供や重症身体

障害児の放課後等デイサービス事業につ

いて。医療的ケアを行うスタッフ、パギー
重症心身障害児の方が通える放課後等デ

のまま送迎できる大型の送迎車、多くの
イサービスは、平成27年度からの3年間

子供が休んだり、皆パギーや車椅子を必
で6箇所の増となっています。今後も、

要とするのでスペースも必要であり運営
各法人に働きかけ、受入れ体制の強化や20 

に費用がかかり他の障害種別に比べて圧
事業所の増設に向けて取り組みます。計

倒的に数が少ないです。加算の工夫をし
画を推進するにあたり、頂いた御意見を

ていただきたいです。重症児も医療ケア
参考にさせて頂きます。

児も肢体不自由の程度が軽度の子供も共

に過ごせるような場所があったらいいな

と思います。

特別支援学校の再編整備フ。フンを見て
市北東部にお住まいの方については、引

の意見です。人口増加の著しい横浜市北
き続き、新たに設置される県立特別支援

21 東部の特別支援学校をなくさないでほ
学校及び既存の県立・市立特別支援学校

しいと思います。どうぞよろしくお願い
で受け入れます。

します。

特別支援学校について住んでいる地域

の学校に通えますよう、位置や人口に似

合った設置をお一願いします。横浜市は近
肢体不自由特別支援学校の再編整備にお

年は学童人口が減少して廃校となった
いては、できるだけ居住地から近い特別

小学校をリフォームして身体の不自由
支援学校への就学ができるよう就学相談

な子供が通う特別支援学校を新たに作
を行っていきます。また、引き続き、個々

22 っていますが（元々ある特別支援学校を
の障害の程度や状態に応じた必要な教育

閉校にして新たな場所に作っている）、
の場を充実しながら、子ども達の成長を

遠い場所に通う負担、スクールパスを運
促がせるよう、インクルーシブ教育シス

営する費用も大きいと思います。インク
テムの構築にも取り組みます。

ルーシブ教育を国では推奨しています

が横浜の子供も地域で学べるようにお

願いします。
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., H福祉の人材不足の状況はより一層深刻に

ーなっています。特に入所施設やグループ

:s , IIホームなど夜間の勤務を伴う職種は厳し｜｜平成27年度には「福祉のしごとフェア」

；：｜｜い状況が続いております。この状況は福lに関連団体とともに参画しましたが、

祉分野全体に係ることであり、障害福祉！｜参加者が少なく苦慮しています。現在は

戸、；｜｜だけの取組で改善できることには限りがIIどの分野も有効求人倍率が高く人材を確

~;3' IIあると思います。今後の少子高齢化が進｜｜保することが課題となっており、障害福

IIむことを考えた上での、横浜市としての｜｜祉分野でもより深刻化しています。こう

福祉の取組みが求められていると思いま｜｜した状況をふまえ、本市では事業者とと

す。あらたに健康福祉局だけでなく、横浜IIもに人材確保の方策について取り組んで

市の関係部署を横断する専門部会等を立｜｜いきます。

ち上げ、横浜市として福祉の人材確保を

－一
方針として打ち出してください。

E
U
 マ－ア 働く・活動する・余暇を楽しむ

施設から一般就労への移行を推進するた

め、施設の職員を対象に障害者を雇用す

．．る企業での就業体験を実施するなど職員
もっと仕事ができますようにしてくだH

Hの就労支援スキルの向上や就労に向けた
24 11さい。一般の仕事をやりたいです。増や｜｜

”意識付けに取り組んでいます。

併せて、就労支援センターによる支援や、

セミナ一等を通じ、企業への啓発を進め

ます。

してほしい。仕事をです。

日中活動について、量的な拡充が進むー 引き続き、市内6方面別に常に医療的ケア

方で行動障害や医療ケアなどの重度者が が必要な障害児・者等を支援する多機能型

疎外されている状況があります。単なる 拠点の整備を進めるとともに、行動障害や

数値目標ではなく、具体的なニーズに即 医療ケアのある方などの通所施設数の拡

25 11した目標設定をしてください。『地域活動 大に向けた施策を検討します。

支援センターについては必要数を確保し また、地域活動支援センター作業所型から

つつ障害福祉サービスへの事業移行を進 障害福祉サービス事業への移行に伴う補

める』とのことですから、移行を促進する 助金については、引き続きあり方を検討し

ための補助金の拡充をしてください。 ます。
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意見の内容 本市の考え方

ユニバーサルデザインタクシー CUDタ

車椅子タクシーを増やして欲しい。今は クシー）については、車両購入費の一部

台数や会社が限られてしまっている為、 を補助し、導入を推進しており、平成

断られてしまう事が多く、利用したいと 24年度から 28年度までに累計76台の補

きに使えない。 助を行いました。引き続き普及促進に取

り組みます。

障害者が主体的に文化芸術活動へ参加す

る環境を整備するため、人材育成研修、

障害者のアートの支援を希望します。 ジャンルを問わない企画展の開催等を通

じて、関係団体をネットワーク化し、協

議会機能の構築を目指していきます。

2020オリンピック・パラリシビックの東京

開催は、障害者スポーツ・文化活動を日本

に根付かせる絶好のチャンスであると思
東京2020オリンピック・パラリンピック

います。今回のプランの見直しは、まさに
は、障害者スポーツ・文化活動支援の好

28 時期が重なり、横浜での取組が期待され

ます。障害がある人もない人も、共にスポ
機として捉えており、着実に取組を推進

します。
ーツや文化を楽しむムーブメントを起こ

し、それを横浜でのレガシーにできれば

素晴らしいと思います。

計画全体に関する意見等

第3期横浜市障害者プランで、やまゆり
「津久井やまゆり園」で発生した事件は、

大きな衝撃と不安を与えました。一人ひ
園の事件に触れていない。前文で明確に

とりが障害者への理解を深め、偏見や差
触れるととが必要。やまゆり園には、横

29 別を無くすことが重要と考え、またこの
浜市からも多くの入所者が送られてお

ような事件が二度と起こらないよう、共
り、障害者プランにも何も記載しないこ

生社会の実現に向けた本市の決意をプラ
とには、理解しがたい。

ンに掲載します。

町 11国
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障害者支援に関わる機関、人も増えてい
プランの取組状況についでは毎年度市民

ますが、本プランの周知があまり進んで
説明会を開催しているほか、関係団体や

いません。プラン・テーマの個別計画に
各行政機関等の協力を得ながら周知を図

もっと意見を出したいところですが、声
っています。今後も多くの方に周知でき

を出すべき人が出せてない、それより届
るよう検討します。

いていないと感じています。
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